
　
平
成
２３
年
分
所
得
税
確
定
申
告

か
ら
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
他
の
所

得
も
２０
万
円
以
下
で
あ
る
方
は
、

確
定
申
告
が
不
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
多

く
の
方
々
に
と
っ
て
、
負
担
と
な

っ
て
い
た
確
定
申
告
手
続
き
が
不

要
と
な
り
ま
し
た
が
、
次
の
よ
う

な
注
意
点
が
あ
り
ま
す
。

①
『
確
定
申
告
が
不
要
に
な
る
』

と
い
う
こ
と
は
、
所
得
税
が
非

課
税
と
な
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。『
確
定
申
告
を
行
う
と
、

追
加
で
支
払
う
べ
き
所
得
税
額

が
発
生
す
る
場
合
で
も
、
申
告

を
行
う
必
要
が
な
い
』
と
い
う

意
味
で
す
。

②
生
命
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控

　
除
な
ど
に
よ
り
所
得
税
の
還
付

　
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
確
定

　
申
告
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
が
あ

る
方
は
、
そ
の
所
得
金
額
が
２０

万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
住
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。（
所
得

金
額
の
合
計
額
が
２８
万
円
以
下

は
除
く
）

④
確
定
申
告
を
行
わ
な
い
場
合
は
、

年
金
支
払
者
か
ら
加
東
市
に
送

付
さ
れ
る
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
な
ど
の
課
税
資
料
の
み
で

個
人
住
民
税
の
額
を
決
定
し
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
下
表
に
該

当
さ
れ
る
方
は
、
確
定
申
告
の

時
期
（
平
成
２７
年
２
月
１６
日
か

ら
３
月
１６
日
ま
で
）
に
住
民
税

の
申
告
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

特
に
④
の
場
合
、
控
除
分
が
生
か

さ
れ
ず
、
新
た
に
住
民
税
が
課
税

さ
れ
る
、
ま
た
、
住
民
税
の
税
額

が
増
え
る
と
い
う
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

所得税・住民税の申告相談は
　　　　　加東市庁舎で行います
所得税・住民税の申告相談は
　　　　　加東市庁舎で行います
所得税・住民税の申告相談は
　　　　　加東市庁舎で行います

公
的
年
金
等
受
給
者
の
所
得
税
確
定
申
告
不
要
制
度

公
的
年
金
等
受
給
者
の
所
得
税
確
定
申
告
不
要
制
度

制
度
の
注
意
点
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

公的年金等の源泉徴収票に、配偶者控除、寡婦控除、扶養控除、
障害者控除が記載されていない方で、これらいずれかの控除
がある場合 

公的年金等の源泉徴収票に記載されている配偶者控除、寡婦
控除、扶養控除、障害者控除の人数・内容に変更がある場合。
また、生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・寄附
金控除などがある場合

公的年金等の源泉徴収票に、配偶者控除、寡婦控除、扶養控除、
障害者控除が記載されていない方で、これらいずれかの控除
がある場合

公的年金等の源泉徴収票に記載されている配偶者控除、寡婦
控除、扶養控除、障害者控の人数・内容に変更がある場合。
また、生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・寄附
金控除などがある場合 

６５歳未満の方 
（昭和２５年１月２日
以後に生まれた方）

６５歳以上の方
（昭和２５年１月１日
以前に生まれた方）

９８万円を超え
　　１０３万円以下 

１０３万円を超える 

１４８万円を超え
　　１５３万円以下 

１５３万円を超える 

年　　齢 公的年金等収入
金額合計

住民税の申告が必要なケース

問い合わせ　総務部税務課（庁舎１階）　　４３－０３９６

　償却資産とは、工場・店舗・アパートなどを
経営している法人または個人が、その事業の経
費に算入することができる機械・器具・備品・
設備などです。
　償却資産を所有されている方は、１２月に送付
している償却資産申告書を２月２日（月）までに提
出してください。お手元に申告書がない場合は
税務課資産税係まで連絡をお願いします。
　なお、「ｅＬＴＡＸ」によるインターネットを
介した申告もご利用いただけます。

　固定資産税は毎年１月１日現在の不動産の所有
者に課税します。平成２６年中に家屋を取り壊さ
れた場合は、市でも把握に努めていますが、適
正な課税のため、税務課資産税係まで届出をお
願いします。
問い合わせ　総務部税務課（庁舎１階）
　　　　　　　４３－０３９５

　市税滞納処分で差し押さえた財産を、次のとお
りインターネット上で公売します。
公売物件確認　
　①インターネット
　　http：／／koubai.auctions.yahoo.co.jp／
　　から詳細を確認いただけます。
　②市役所掲示板
　　公売公告を掲示します。
申し込み方法　上記のホームページアドレスから
　お申し込みください。
参加申込期間　
　１月７日（水）１３時から１月２３日（金）２３時まで
入札期間　
　１月３０日（金）１３時から２月１日（日）２３時まで
代金納付期限　
　２月９日（月）１４時３０分
問い合わせ　　総務部税務課（庁舎１階）
　　　　　　　　４３－０３９８

　※市ホームページのインターネット公売情報は
　　１月７日（水）１３時から閲覧できます。

平成２７年度
償却資産の申告について
平成２７年度
償却資産の申告について インターネット公売のお知らせインターネット公売のお知らせインターネット公売のお知らせ

滅失家屋の届出について滅失家屋の届出について

（前年度の社福祉センターから変更）

相談日程については広報かとう２月号でお知らせします。
　
昭
和
５６
年
５
月
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住

宅
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
大
き
な
被

害
が
あ
り
ま
し
た
。
耐
震
診
断
を
受
け
、

自
分
の
住
ま
い
の
状
況
を
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

　
加
東
市
で
は
、
耐
震
診
断
に
補
助
制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。
次
の
条
件
を
満
た
す

市
内
の
住
宅
で
あ
れ
ば
、
耐
震
診
断
を
受

診
す
る
際
に
、
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
住
宅

○
昭
和
５６
年
５
月
末
ま
で
に
建
築
確
認

を
得
て
着
工
し
た
も
の

○
店
舗
併
用
住
宅
な
ど
の
場
合
は
、
住

宅
と
し
て
使
用
し
て
い
る
部
分
が
延

べ
面
積
の
半
分
を
超
え
る
も
の

※
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
住
宅
・
丸
太
組
工

法
や
建
築
基
準
法
第
３８
条
に
規
定
す

る
認
定
工
法
の
住
宅
は
対
象
外
で
す
。

手
数
料

　
１
棟
あ
た
り

　
３，
０
０
０
円

　（
木
造
戸
建
住
宅

　
の
場
合
）

　
耐
震
診
断
で
修
繕
箇
所
が
見
つ
か
っ
た

場
合
は
、
建
築
士
等
か
ら
専
門
的
な
ア
ド

バ
イ
ス
を
受
け
、
改
修
工
事
を
行
い
ま
し

ょ
う
。

　
兵
庫
県
で
は
「
わ
が
家
の
耐
震
改
修
促

進
事
業
」
と
し
て
、
改
修
計
画
を
策
定
し
、

耐
震
改
修
工
事
を
さ
れ
る
方
に
対
し
て
、

補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
加
東
市
で
は
、
平
成
２５
年
度
か

ら
県
補
助
制
度
を
利
用
し
て
耐
震
改
修
工

事
を
さ
れ
る
方
に
、
上
乗
せ
し
て
補
助
が

受
け
ら
れ
る
制
度
を
創
設
し
、
安
全
安
心

な
住
ま
い
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

改
修
工
事
補
助
額

　
○
県
　
１
件
あ
た
り
最
大
８０
万
円

　
○
市
　
１
件
あ
た
り
最
大
３０
万
円

　
※
市
の
補
助
は
県
の
補
助
を
受
け
ら
れ

　
　
る
方
の
み

　
耐
震
診
断
・
改
修
工
事
の
補
助
制
度
の

利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
都
市
整
備
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
○
建
設
部
都
市
整
備
課
（
庁
舎
３
階
）

　
　
　
４
３
・
０
５
１
７

　
○
兵
庫
県
建
築
指
導
課

　
　
　
０
７
８
・
３
６
２
・
４
３
４
０

わ
が
家
が
安
全
な
の
か
知
り
た
い
！

ス
テ
ッ
プ
１

ス
テ
ッ
プ
１

わ
が
家
を
丈
夫
に
し
た
い
！

ス
テ
ッ
プ
２

ス
テ
ッ
プ
２

あ
な
た
の
お
う
ち
は
地
震
に
耐
え
ら
れ
ま
す
か
？

あ
な
た
の
お
う
ち
は
地
震
に
耐
え
ら
れ
ま
す
か
？

〜
住
宅
の
耐
震
化
促
進
事
業
〜
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